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ネーミングライツ契約締結に関するお知らせ 
〜愛称「多木化学海洋文化センター」〜 

当社は、加古川市が公募しておりました「加古川海洋文化センター」のネーミングライツ（施設命名権）

を取得することに合意し、この度、2026 年 4 月より同施設の愛称が「多木化学海洋文化センター」となり

ましたことお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

1. ネーミングライツ取得の背景と目的 

当社は創業以来、地域社会との共生と発展を最優先に歩んでまいりました。今回、地域の皆様に長年親し

まれている本施設のネーミングライツを取得することで、施設の持続可能な運営の一助となり、地域住民の

皆様の豊かな暮らしと次世代の育成を支援したいと考えております。 
 今後は「多木化学海洋文化センター」の愛称が地域の皆様に深く浸透し、さらに愛される施設となるよう

全力で応援してまいります。 

2. 契約の概要および対象施設 

施設場所 兵庫県加古川市別府町港町 16 

従来の名称 加古川海洋文化センター 

新しい愛称 「多木化学海洋文化センター」 

契約期間 2026 年 4 月 1 日 〜 2029 年 3 月 31 日（3 年間） 

  

以 上 


